
 
最高裁判所第三小法廷平成１７年（行ヒ）第２０号各所得税更正処分等取消請求事件（原 
判決のうち過少申告加算税賦課決定の取消請求に関する部分・破棄自判、その余の上告・ 
棄却）（確定）              【裁判所ホームページ最高裁判所判例集】 
【ストックオプション／過少申告加算税における正当な理由／マイクロソフト判決】 
 

 
         判  示  事  項 
１ 外国法人である親会社から日本法人である子会社の従業員等に付与されたストックオ 
 プションに係る課税上の取扱いに関しては、現在に至るまで法令上特別の定めは置かれ 
 ていないところ、課税庁においては、上記ストックオプションの権利行使益の所得税法 
 上の所得区分に関して、かつてはこれを一時所得として取り扱い、課税庁の職員が監修 
 等をした公刊物でもその旨の見解が述べられていたが、平成１０年分の所得税の確定申 
 告の時期以降、その取扱いを変更し、給与所得として統一的に取り扱うようになったも 
 のである。 
２ この所得区分に関する所得税法の解釈問題については、一時所得とする見解にも相応 
 の論拠があり、最高裁平成１７年１月２５日判決によってこれを給与所得とする当審の 
 判断が示されるまでは、下級審の裁判例においてその判断が分かれていたのである。 
３ このような問題について、課税庁が従来の取扱いを変更しようとする場合には、法令 
 の改正によることが望ましく、仮に法令の改正によらないとしても、通達を発するなど 
 して変更後の取扱いを納税者に周知させ、これが定着するよう必要な措置を講ずべきも 
 のである。ところが、課税庁は、上記のとおり課税上の取扱いを変更したにもかかわら 
 ず、その変更をした時点では通達によりこれを明示することなく、平成１４年６月の所 
 得税基本通達の改正によって初めて変更後の取扱いを通達に明記したというのである。 
４ そうであるとすれば、少なくともそれまでの間は、納税者において、外国法人である 
 親会社から日本法人である子会社の従業員等に付与されたストックオプションの権利行 
 使益が一時所得に当たるものと解し、その見解に従って上記権利行使益を一時所得とし 
 て申告したとしても、それには無理からぬ面があり、それをもって納税者の主観的な事 
 情に基づく単なる法律解釈の誤りにすぎないものということはできない。 
５ 以上のような事情の下においては、上告人が平成１１年分の所得税の確定申告をする 
 前に同８年分ないし同１０年分の所得税についてストックオプションの権利行使益が給 
 与所得に当たるとして増額更正を受けていたことを考慮しても、上記確定申告において 
 、上告人が本件権利行使益を一時所得として申告し、本件権利行使益が給与所得に当た 
 るものとしては税額の計算の基礎とされていなかったことについて、真に上告人の責め 
 に帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお 
 上告人に過少申告加算税を賦課することは不当又は酷になるというのが相当であるから 
 、国税通則法６５条４項にいう「正当な理由」があるものというべきである。 
６ そうすると、本件賦課決定は違法であることになるから、これが適法であるとした原 
 審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨 
 をいうものとして理由があり、原判決のうち本件賦課決定の取消請求に関する部分は破 
 棄を免れない。そして、同取消請求を認容した第１審判決は結論において正当であるか 
 ら、同部分につき被上告人の控訴を棄却すべきである。 
  なお、その余の請求に関する上告については、上告受理申立て理由が上告受理の決定 
 において排除されたので、棄却することとする。 
 判決年月日 Ｈ１８－１０－２４ （Ｈ１５－０８－２６） （Ｈ１６－１０－０７） 
 国税庁訴資 Ｚ８８８－１１７８ （Ｚ８８８－０９９２） （Ｚ８８８－０８８８） 
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